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総
合
保
養
地
域
整
備
法
第
一
条
に
規
定
す
る
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針

（
序
文
）

総
合
保
養
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
同
法
第
一
条
に

規
定
す
る
整
備
（
以
下
「
総
合
保
養
地
域
の
整
備
」
と
い
う

）
が
進
め
ら
れ
、
国
民
の
余
暇
活
動
の
充
実
や
地
域
の

。

活
性
化
に
一
定
の
効
果
を
あ
げ
て
き
て
い
る
。

一
方
で
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
企
業
の
開
発
意
欲
が
減
退
し
た
こ
と
、
国
民
の
滞
在
型
余
暇
活
動
に
対
す

る
潜
在
的
需
要
が
顕
在
化
し
な
か
っ
た
こ
と
等
の
た
め
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
基
本
構
想
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
同
意
基
本
構
想
」
と
い
う

）
に
位
置
付
け
ら
れ
た
特
定
施
設
の
整
備
は
予
定
ど
お
り
に

。

は
進
ん
で
い
な
い
。

ま
た
、
周
遊
視
察
型
の
余
暇
活
動
の
減
少
、
ス
キ
ー
・
ゴ
ル
フ
・
テ
ニ
ス
人
口
の
減
少
、
体
験
型
の
余
暇
活
動
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
等
、
余
暇
活
動
に
つ
い
て
質
的
な
変
化
も
生
じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
動
向
を
と
ら
え
て
、
地
域

住
民
や
地
元
の
民
間
企
業
の
発
想
も
取
り
入
れ
た
様
々
な
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
取
組
に
よ
り
成
果
を
あ
げ
て
い
る
事

例
も
で
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え

「
総
合
保
養
地
域
整
備
法
第
一
条
に
規
定
す
る
整
備
に
関
す
る
基

、
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本
方
針

（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う

）
を
今
般
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
本
基
本
方
針
を
指
針
と
し

」

。

て
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
同
意
基
本
構
想
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
進
め
ら
れ
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
真
に
地

域
振
興
に
寄
与
す
る
多
様
性
の
あ
る
総
合
保
養
地
域
の
整
備
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

今
般
の
変
更
は
、
以
下
に
よ
る
「
総
合
保
養
地
域
の
整
備
の
再
ス
タ
ー
ト
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
現
行
の
同
意
基
本
構
想
の
廃
止
を
含
め
た
抜
本
的
見
直
し
で
あ
る
。
都
道
府
県
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
つ
い
て
政
策
評
価
を
行
い
、
同
意
基
本
構
想
を
抜
本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
見
直
し
に

お
い
て
は
、
特
定
施
設
や
重
点
整
備
地
区
の
ニ
ー
ズ
を
再
検
討
し
、
絞
り
込
み
を
含
め
た
整
備
の
重
点
化
を
図
る
と
と

も
に
、
ソ
フ
ト
面
の
一
層
の
充
実
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
同
意
基
本
構
想
の
実
現
性
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

見
直
し
の
結
果
、
特
定
地
域
全
体
と
し
て
実
現
性
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
に
は
、
同
意
基
本
構
想
は
廃
止
す
る
も
の
と

す
る
。

第
二
に
、
総
合
保
養
地
域
の
整
備
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
需
要
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
整
備
の
工
程
を
明
ら
か
に

し
た
上
で
、
時
間
管
理
概
念
を
持
っ
て
計
画
的
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
に
、
総
合
保
養
地
域
の
整
備
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
常
に
適
切
に
対
応
し
つ
つ
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
今
後
も
政
策
評
価
を
行
い
、
同
意
基
本
構
想
を
適
時
・
適
切
に
見
直
す
も
の
と
す

る
。
国
は
、
同
意
基
本
構
想
の
変
更
に
係
る
手
続
の
簡
素
化
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
迅
速
に
行

わ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
主
務
大
臣
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
基
本
方
針
を
見
直
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す
も
の
と
す
る
。

第
四
に
、
ソ
フ
ト
面
の
一
層
の
充
実
と
地
域
間
交
流
の
促
進
で
あ
る
。
総
合
保
養
地
域
に
つ
い
て
は
、
整
備
さ
れ
る

施
設
や
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
全
国
画
一
的
で
あ
る
と
の
指
摘
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
は
、
各
々
の
地

域
が
、
自
然
や
歴
史
、
文
化
等
の
地
域
の
魅
力
を
総
合
的
に
活
用
し
、
地
域
な
ら
で
は
の
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
取
組

に
よ
り
来
訪
者
の
立
場
に
立
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
地
域
の
魅
力
を
向
上
さ
せ
、
地
域
間
交
流
を
活
発
に
行
っ
て

い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１

意
義
及
び
理
念

近
年
、
ゆ
と
り
あ
る
国
民
生
活
や
地
域
振
興
を
実
現
す
る
上
で
、
都
市
・
地
方
間
の
交
流
の
促
進
が
重
要
に
な

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
国
民
の
間
で
は
、
他
の
地
域
に
滞
在
し
、
学
習
の
目
的
を
持
っ
て
、
そ
の
地
域
の
持
つ
自
然
や
歴

史
、
文
化
等
を
じ
っ
く
り
と
探
勝
す
る
も
の
、
そ
の
地
域
の
特
産
品
の
生
産
や
暮
ら
し
ぶ
り
を
体
験
す
る
も
の
等

滞
在
・
交
流
型
の
余
暇
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る

特
に

地
方
に
お
け
る
滞
在
空
間
は

国
民
に
と
っ
て
の

癒

。

、

、

「

し
の
空
間
」
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
生
活
の
質
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

他
方
、
総
合
保
養
地
域
に
お
い
て
は
、
近
年
、
優
れ
た
自
然
や
歴
史
、
文
化
等
地
域
の
特
色
あ
る
資
源
を
効
果
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的
に
活
用
し
つ
つ
、
創
意
工
夫
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
事
例
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
地
域
の
意
欲
あ
る
取
組
を
さ
ら
に
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
流
人
口
の
増
加
を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
総
合
保
養
地
域
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
都
市
等
と

総
合
保
養
地
域
と
の
交
流
を
進
め
、
ゆ
と
り
あ
る
国
民
生
活
の
利
便
の
増
進
並
び
に
当
該
地
域
及
び
そ
の
周
辺
地

域
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
今
後
の
総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
自
然
や
歴
史
、
文
化
等
地
域
の
資
源
を
活
用
し
た

独
自
の
魅
力
の
向
上
、
施
設
の
運
営
・
経
営
や
利
活
用
の
工
夫
、
利
用
促
進
、
地
域
住
民
を
は
じ
め
総
合
保
養
地

域
を
支
え
る
人
材
の
育
成
、
さ
ら
に
地
域
全
体
の
連
携
強
化
な
ど
の
ソ
フ
ト
の
充
実
や
、
そ
れ
を
生
か
し
た
地
域

間
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
各
地
域
に
お
い
て
は
、
利
用
者
の
滞
在
期
間
を
踏
ま
え
て
、
長

期
又
は
短
期
の
滞
在
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

総
合
保
養
地
域
の
性
格
及
び
機
能

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
な
性
格
及
び
機
能
を
有
す
る
総
合
保
養
地
域
の
整
備
を
促
進
す
る
も
の

と
す
る
。

広
く
国
民
が
、
良
好
な
自
然
環
境
及
び
生
活
環
境
の
中
で
余
暇
等
を
利
用
し
て
滞
在
す
る
と
と
も
に
、
ス
ポ

(1)
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
教
養
文
化
活
動
、
休
養
、
集
会
等
の
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
地
域
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で
あ
る
こ
と
。

地
域
自
ら
の
創
意
と
工
夫
に
よ
り
気
候
、
地
勢
、
歴
史
、
文
化
、
伝
統
、
立
地
条
件
等
の
地
域
の
特
性
を
最

(2)
大
限
に
発
揮
し
た
特
色
と
独
自
性
に
満
ち
た
地
域
で
あ
る
こ
と
。

特
定
施
設
と
公
共
施
設
が
総
合
的
一
体
的
に
整
備
さ
れ
、
ま
た
、
施
設
の
整
備
と
併
せ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

(3)
の
高
い
運
営
が
行
わ
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

相
当
規
模
の
区
域
に

特
定
施
設
の
整
備
を
特
に
促
進
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
地
区

重
点
整
備

、

（

(4)
地
区

が
数
箇
所
程
度
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
有
機
的
な
連
携
を
有
す
る
一
体
的
な
地
域
で
あ
る
こ
と
。

）

、

、

地
域
の
整
備
と
併
せ
て

地
域
の
資
源
を
活
用
し
た
総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
関
連
す
る
産
業

農
林
漁
業

、

(5)
商
工
業
等
の
産
業
の
育
成
・
振
興
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り

当
該
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
振
興
に
大

、

き
く
寄
与
す
る
地
域
活
性
化
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
。

３

総
合
保
養
地
域
の
整
備
の
進
め
方

総
合
保
養
地
域
の
整
備
は
同
意
基
本
構
想
に
基
づ
い
て
行
う
。
そ
の
際
、
長
期
的
な
展
望
に
立
ち
つ
つ
、
お
お

、

、

。

む
ね
十
年
間
を
目
標
と
し
て

次
の
事
項
に
留
意
し
つ
つ

計
画
的
か
つ
一
体
的
な
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る

総
合
保
養
地
域
の
整
備
は
、
目
標
時
期
や
政
策
目
標
を
明
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
同
意
基

(1)
本
構
想
に
お
い
て
目
標
時
期
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
総
合
保
養
地
域
に
お
け
る
利
用
者
数
及
び
雇
用
者
数
等

で
地
域
と
し
て
適
当
と
考
え
る
指
標
を
、
国
民
生
活
に
直
接
結
び
つ
く
政
策
目
標
と
し
て
設
定
し
明
示
す
る
。
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総
合
保
養
地
域
の
整
備
は
、
工
程
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
時
間
管
理
概
念
を
持
っ
て
計
画
的
に
進
め
る
も

(2)
の
と
す
る
。

、

。

、

総
合
保
養
地
域
の
整
備
は

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
常
に
対
応
し
つ
つ
進
め
る
も
の
と
す
る

こ
の
た
め

(3)

、

、

。

都
道
府
県
に
お
い
て
は

政
策
評
価
を
適
切
に
行
い

同
意
基
本
構
想
を
適
時
・
適
切
に
見
直
す
も
の
と
す
る

ま
た
、
国
は
、
同
意
基
本
構
想
の
変
更
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

総
合
保
養
地
域
の
整
備
は
、
地
域
全
体
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
内
に

(4)
お
け
る
調
整
・
連
絡
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
関

係
事
業
者
、
地
域
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
住
民
組
織
等
か
ら
な
る
推
進
連
絡
協
議
会
そ
の
他
関
連
の
協
議
会
を
活
用

す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
の
連
携
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

総
合
保
養
地
域
に
お
け
る
特
定
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
資
源
の
活
用
を
図
り
つ
つ
、
民
間
事

(5)
業
者
の
活
力
と
創
意
工
夫
を
最
大
限
に
活
用
す
る
。

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
活
力
の
導
入
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
と
併
せ
て
、
総
合
保
養
地
域
の
整

(6)
備
に
必
要
な
公
共
施
設
の
整
備
の
推
進
に
努
め
る
。

調
和
の
と
れ
た
総
合
保
養
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
空
間
形
成
を
図
る
た
め
、
土
地
利
用
関
係
法
令
の
適
切
な
運

(7)
用
等
に
よ
り
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
推
進
に
努
め
る
。

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
等
に
よ
る
処
分
、
国
有
林
野
の
活
用
及
び
港
湾
に
係
る

(8)
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水
域
の
利
用
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
意
基
本
構
想
の
実
施
の
促
進
に
努
め
る
。

総
合
保
養
地
域
全
体
の
調
和
あ
る
発
展
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ
特
定
施
設
に
係
る

(9)
産
業
、
農
林
漁
業
、
地
場
産
業
等
の
振
興
に
努
め
る
。

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
自
然
環
境
の
保
全
と
の
調
和
、
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
の
調

(10)
和
、
居
住
機
能
と
の
調
和
、
観
光
業
の
健
全
な
発
展
、
地
価
の
安
定
等
に
配
慮
す
る
。

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
景
観
は
地
域
の
重
要
な
価
値
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
条
例
や

(11)
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
、
建
築
や
看
板
設
置
に
お
け
る
配
慮
等
に
よ
り
、
優
れ
た
景
観
の
保
全
及
び
形
成
に
努

め
る
。

総
合
保
養
地
域
の
来
訪
者
に
対
し
て
、
自
然
体
験
、
農
林
漁
業
体
験
等
の
指
導
や
、
地
域
の
自
然
や
歴
史
、

(12)
文
化
等
の
紹
介
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
人
材
の
育
成
及
び
組
織
化
並
び
に
来
訪
者
に
対
し
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
、
案
内
人
を
紹
介
す
る
体
制
の
整
備
に
努
め
る
。

児
童
・
生
徒
又
は
一
般
を
対
象
と
し
た
体
験
活
動
の
実
施
等
に
よ
り
、
都
市
等
と
の
間
で
の
交
流
の
促
進
に

(13)
努
め
る
。

二

特
定
地
域
の
設
定
に
関
す
る
事
項

、

。

総
合
保
養
地
域
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
地
域
に
つ
い
て
は

以
下
の
諸
点
に
留
意
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る

１

良
好
な
自
然
条
件
を
有
す
る
土
地
を
含
み

か
つ
、
特
定
施
設
の
総
合
的
な
整
備
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
相
当

、
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規
模
の
地
域
で
あ
る
こ
と
。

原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
規
模
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
一
体
と
し
て
整
備
を
図
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ

と
。整

備
さ
れ
る
重
点
整
備
地
区
及
び
当
該
地
区
の
特
定
施
設
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
持
ち
得

る
よ
う

自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
総
合
保
養
地
域
の
整
備
が
一
体
と
し
て
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ

、

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
接
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
海
域
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
離
島
等
に
つ
い
て
は
、
他
の
地
域
と
一
体
性
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
連
接
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
地
域
の
設
定
は
、
原
則
と
し
て
市
町
村
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

特
定
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確
保
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

土
地
の
利
用
状
況
、
土
地
に
係
る
法
律
等
に
よ
る
規
制
の
状
況
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
重
点
整
備
地
区
と

見
込
ま
れ
る
地
区
に
お
い
て
特
定
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
可
能
な
土
地
の
確
保
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

４

産
業
及
び
人
口
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
以
外
の
地
域
で
あ
る
こ
と
。

５

特
定
民
間
施
設
の
整
備
の
状
況
及
び
見
込
み
並
び
に
国
民
の
利
用
上
必
要
な
立
地
条
件
か
ら
み
て
相
当
程
度
の

。

特
定
民
間
施
設
の
整
備
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
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総
合
保
養
地
域
と
し
て
整
備
す
べ
き
地
域
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
見
込
ま
れ
、
民
間
事
業
者

に
よ
っ
て
確
実
に
施
設
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
①
当
該
地
域
に
お
い
て
相
当
数
の
特
定
民
間
施
設
が
現
に
整
備
さ
れ
、
又
は
今
後
整
備
さ
れ
る
見

込
み
が
あ
る
こ
と
、
②
総
合
保
養
地
域
の
利
用
に
必
要
な
道
路
そ
の
他
の
ア
ク
セ
ス
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
又
は

そ
の
整
備
に
過
大
な
投
資
を
必
要
と
し
な
い
地
域
で
あ
る
等
の
立
地
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
か
ら
判
断
し
て

ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
教
養
文
化
活
動
、
休
養
、
集
会
等
の
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
に

足
り
る
諸
施
設
が
、
主
と
し
て
民
間
事
業
者
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
相
当
程
度
集
積
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ

と
。こ

の
場
合
、
数
箇
所
程
度
の
重
点
整
備
地
区
と
見
込
ま
れ
る
地
区
に
お
い
て
、
当
該
地
区
に
相
当
数
の
集
客
を

可
能
に
し
、
他
の
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
諸
施
設
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
又
は
整
備
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
整
備
の
見
込
み
が
あ
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
将
来
に
わ
た
り
ニ
ー
ズ
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
。
そ
う
し
た
認
識
の
下
で
、
整
備
を
行
う
民
間
事
業
者
に
よ
る
施
設
の
概
要
、
事
業
実

施
時
期
等
を
明
ら
か
に
し
た
具
体
的
な
整
備
計
画
が
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
実
現
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
将

来
に
わ
た
る
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
民
間
事
業
者
に
よ
る
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
・
ス
タ
デ
ィ
（
立
地
可
能
性
調
査
）

及
び
施
設
整
備
に
関
す
る
意
思
の
表
明
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
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そ
の
上
で
、
立
地
条
件
、
関
係
者
の
施
設
の
整
備
・
運
営
の
能
力
、
地
域
の
推
進
体
制
等
を
踏
ま
え
て
整
備
の

見
込
み
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
。

三

重
点
整
備
地
区
の
設
定
に
関
す
る
事
項

１

重
点
整
備
地
区
の
性
格
及
び
機
能

重
点
整
備
地
区
は
、
次
の
よ
う
な
性
格
及
び
機
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

特
定
施
設
の
整
備
を
特
に
促
進
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
地
区
で
あ
る
こ
と
。

(1)

そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
お
い
て
地
区
ご
と
の
特
色
が
明
確
と
な
る
よ
う
な
整
備
が
図
ら
れ
る
こ
と
。

(2)

特
定
施
設
が
計
画
的
、
一
体
的
に
整
備
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

人
及
び
施
設
が
集
積
す
る
地
区
に
お
け
る
良
好
な
生
活
空
間
の
形
成
等
の
地
域
づ
く
り
の
観
点
か
ら
秩
序
あ

(4)
る
土
地
利
用
や
良
好
な
景
観
形
成
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
、
立
地
す
る
環
境
と
の
調
和
が
十
分
図
ら
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

重
点
整
備
地
区
が
有
機
的
な
連
携
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
総
合
保
養
地
域
を
形
成
す
る
も
の
で
あ

(5)
る
こ
と
。

２

重
点
整
備
地
区
の
立
地
及
び
規
模

重
点
整
備
地
区
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
地
域
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
市
町
村
の
字
を
単
位
と
し
て
設
定
す

る
も
の
と
す
る
。
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地
形
、
特
定
施
設
の
整
備
に
関
す
る
構
想
の
内
容
、
特
定
施
設
の
た
め
に
確
保
で
き
る
用
地
の
存
在
、
施
設

(1)
の
存
在
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
一
体
的
か
つ
総
合
的
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で

あ
る
こ
と
。

各
重
点
整
備
地
区
間
に
つ
い
て
、
交
通
条
件
の
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
そ
の
整
備
が
見
込
ま
れ
て

(2)

い
る
こ
と
。

原
則
と
し
て

お
お
む
ね
三
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
連
接
し
た
地
域
で
あ
っ
て

箇
所
数
は

数
箇
所
程
度

、

、

、

(3)
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
地
区
の
区
域
に
水
域
を
含
む
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

特
定
施
設
の
設
置
及
び
特
定
民
間
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項

１

特
定
施
設
の
設
置

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
事
業
者
の
経
営
力
及
び
企
画
力
を
最
大
限
に
活
用
し
つ
つ
、
次

の
点
に
留
意
し
て
特
定
施
設
の
設
置
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

国
民
が
滞
在
し
つ
つ
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
教
養
文
化
活
動
等
の
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と

(1)
が
で
き
る
施
設
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
。

将
来
に
わ
た
り
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
見
込
め
る
内
容
及
び
形
態
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

(2)

地
域
の
立
地
条
件
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
気
候
、
地
勢
、
歴
史
、
文
化
、
伝
統
等
に
お
け
る
地
域
の
特
色

(3)



- 13 -

を
生
か
し
た
魅
力
的
な
施
設
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
。

、

。

特
定
の
シ
ー
ズ
ン
だ
け
で
は
な
く

全
体
と
し
て
四
季
を
通
じ
て
利
用
さ
れ
る
施
設
の
設
置
に
努
め
る
こ
と

(4)

各
特
定
施
設
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
設
置
し
、
相
互
に
有
機
的
な
連
携
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(5)

特
定
施
設
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
既
存
の
施
設
と
の
調
和
や
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
積
極
的
な
活

(6)
用
を
図
る
こ
と
。

特
定
施
設
の
整
備
に
際
し
て
は
、
そ
の
地
域
の
自
然
環
境
の
保
全
と
の
調
和
、
水
質
等
の
保
全
、
良
好
な
景

(7)
観
や
ア
メ
ニ
テ
ィ
等
の
保
持
・
形
成
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

特
定
施
設
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
つ
つ
段
階
的
な
整
備
を
行
う
こ
と
も
十
分
検

(8)
討
す
る
こ
と
。

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
他
の
施
設
に
附
属
し
て
い
る
施
設
と
考
え

ら
れ
る
も
の
は
主
た
る
施
設
に
区
分
す
る
こ
と
。

ア

ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

国
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
資
す
る
た
め
の
自
然
的
条
件
に
応
じ
た
施

設
イ

教
養
文
化
施
設

国
民
の
生
涯
を
通
じ
た
学
習
活
動
、
音
楽
、
美
術
、
工
芸
等
の
文
化
創
作
活
動
、
地
域
の
自
然
、
文
化
、
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産
業
等
と
の
ふ
れ
あ
い
体
験
等
の
た
め
の
施
設

ウ

休
養
施
設

総
合
保
養
地
域
に
お
け
る
憩
い
、
良
好
な
自
然
環
境
や
温
泉
等
を
活
用
し
た
健
康
の
増
進
等
の
た
め
の
施

設
エ

集
会
施
設

地
域
・
世
代
・
国
籍
を
超
え
た
人
々
と
の
交
流
、
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
及
び
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
開
催
並
び

に
企
業
や
学
校
等
の
教
育
及
び
研
修
の
た
め
の
施
設

オ

宿
泊
施
設

総
合
保
養
地
域
に
お
け
る
滞
在
の
た
め
の
施
設
（
居
住
型
又
は
分
譲
型
の
も
の
を
除
く

）。

カ

交
通
施
設

地
域
内
の
移
動
等
の
た
め
の
施
設

キ

販
売
施
設

総
合
保
養
地
域
の
滞
在
者
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
む
と
と
も
に
、
日
用
品
、
食
料
品
、
土
産
品
等
を
購

入
す
る
た
め
の
施
設

ク

滞
在
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
施
設

熱
供
給
施
設
、
食
品
供
給
施
設
、
汚
水
共
同
処
理
施
設
そ
の
他
の
総
合
保
養
地
域
の
滞
在
者
の
利
便
の
増
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進
に
資
す
る
施
設

２

特
定
民
間
施
設
の
運
営

特
定
民
間
施
設
の
運
営
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

国
民
の
ニ
ー
ズ
を
常
に
的
確
に
把
握
し
て
、
広
く
国
民
が
、
安
心
し
て
適
正
な
価
格
で
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に

(1)
満
ち
た
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
お
い
て
、
立
地
条
件
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
気
候
、
地
勢
、
歴
史
、
文
化
、
伝
統
等

(2)
に
お
け
る
地
域
の
魅
力
を
最
大
限
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

安
定
的
か
つ
健
全
な
経
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
利
用
者
の
確
保
及
び
増
大
に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
切
な
シ

(3)
ー
ズ
ン
・
オ
フ
対
策
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

総
合
保
養
地
域
の
整
備
が
地
域
の
振
興
・
活
性
化
に
結
び
付
く
よ
う
、
地
域
住
民
の
雇
用
、
食
料
品
等
の
地

(4)
元
調
達
、
地
域
の
自
然
、
文
化
、
産
業
等
の
紹
介
等
に
努
め
る
こ
と
。

施
設
の
利
用
者
に
対
し
て
ス
ポ
ー
ツ
、
教
養
文
化
活
動
、
学
習
活
動
等
の
指
導
や
、
地
域
の
自
然
、
文
化
、

(5)
産
業
等
の
紹
介
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
人
材
の
育
成
及
び
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

地
域
特
性
に
応
じ
、
家
族
単
位
の
利
用
者
又
は
高
齢
者
、
外
国
人
等
を
含
め
た
利
用
者
が
、
快
適
か
つ
安
全

(6)
に
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

各
運
営
主
体
に
よ
る
連
絡
協
議
組
織
の
設
立
・
運
営
等
を
通
じ
、
諸
施
設
が
相
互
の
密
接
な
連
携
・
協
力
の

(7)
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下
に
利
用
促
進
の
た
め
の
取
組
、
広
報
・
宣
伝
、
従
業
員
・
指
導
者
等
に
対
す
る
研
修
・
指
導
、
先
進
事
例
の

調
査
研
究
等
様
々
な
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
と
し
て
の
一
体
的
な
運
営
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。

五

公
共
施
設
の
整
備
の
方
針
に
関
す
る
事
項

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
施
設
の
整
備
と
併
せ
て
、
総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
必
要
な
道
路
、
飛
行
場
、

下
水
道
、
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
河
川
等
の
公
共
施
設
の
重
点
的
、
計
画
的
か
つ
着
実
な
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

六

総
合
保
養
地
域
の
整
備
の
一
環
と
し
て
推
進
す
べ
き
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項

望
ま
し
い
総
合
保
養
地
域
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
特
定
施
設
の
整
備
主
体
た
る
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ

、

、

、

、

エ
ー
シ
ョ
ン
産
業

教
養
文
化
産
業

観
光
業

小
売
商
業
等
の
関
連
産
業
が
総
合
保
養
地
域
内
に
適
切
に
集
積
し

健
全
な
発
展
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
総
合
保
養
地
域
の
整
備
と
併
せ
て
農
林
漁
業
、
地
場

産
業
等
の
振
興
を
図
り
、
総
合
保
養
地
域
全
体
が
地
域
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
調
和
の
あ
る
発
展
を
遂
げ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
以
下
の
点
に
配
慮
し
て
産
業
の
振
興
に
努
め
る
こ
と
。

１

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
直
接
的
に
関
与
す
る
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
産
業
、
教
養
文
化
産
業
、

観
光
業
、
小
売
商
業
等
の
関
連
産
業
が
相
互
に
連
携
し
、
機
能
を
補
完
し
合
い
な
が
ら
、
健
全
な
発
展
を
遂
げ
得

る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
関
連
産
業
の
振
興
に
努
め
る
こ
と
。
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こ
の
場
合
、
中
小
企
業
の
振
興
に
も
配
慮
す
る
こ
と
。

２

総
合
保
養
地
域
の
整
備
の
一
環
と
し
て
、
新
鮮
か
つ
地
域
性
豊
か
な
食
料
の
供
給
、
地
域
の
農
林
水
産
物
を
利

用
し
た
加
工
、
流
通
、
販
売
等
を
促
進
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
の
生
産
基
盤
の
整
備
等
必
要
な
農
林
漁
業
の
振
興

に
努
め
る
と
と
も
に
、
農
山
漁
村
の
豊
か
な
自
然
や
美
し
い
景
観
等
を
活
用
し
て
総
合
保
養
地
域
に
お
け
る
農
林

漁
業
体
験
活
動
等
を
実
施
し
、
都
市
と
の
共
生
・
対
流
の
拡
大
を
推
進
す
る
こ
と
。

３

地
域
色
豊
か
な
魅
力
あ
る
総
合
保
養
地
域
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
社
会
と
の
調
和
が
と
れ
た
総

合
保
養
地
域
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
地
元
の
伝
統
工
芸
品
産
業
の
高
度
化
及
び
普
及
・
宣
伝
に
努
め
る
等
地

場
産
業
等
の
振
興
に
努
め
る
こ
と
。

七

配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

１

自
然
環
境
の
保
全
と
の
調
和

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
自
然
環
境
に
与
え
る
影
響
を
調
査
・
検
討
す
る
こ
と

等
に
よ
り
、
自
然
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
特
定
地
域
が
自
然
公
園
の
区
域
内
に
設
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
施
設
の
設
置
等
に
際
し
、
自
然
環

境
の
保
全
に
支
障
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
自
然
公
園
の
適
正
な
利
用
の
増
進
に
配
慮
す
る
こ
と
。
こ

の
場
合
、
重
点
整
備
地
区
は
、
国
立
・
国
定
公
園
等
の
優
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
し
て
設
定
す
る
こ

と
。
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２

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
の
調
和

農
山
漁
村
地
域
に
お
け
る
総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
農
林
漁
業
の
土

水

水
面
利
用
と
の

地
・

・

調
整

優
良
農
地
の
確
保
等
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
の
調
和
が
図
ら
れ
る
よ
う
十

、

、

分
配
慮
す
る
こ
と
。

３

居
住
機
能
と
の
調
和

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
既
存
の
家
屋
等
の
居
住
施
設
と
の
調
和
を
図
る

と
と
も
に
、
別
荘
等
の
施
設
の
設
置
が
、
特
定
施
設
と
整
合
性
を
保
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

４

観
光
業
の
健
全
な
発
展

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地
域
及
び
周
辺
の
観
光
地
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、

地
域
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
活
性
化
と
観
光
業
の
健
全
な
発
展
に
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
重
点
整
備
地
区
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
の
観
光
地
に
お
け
る
集
積
の
活
用
に
も
十
分
配
慮
す
る

こ
と
。

５

地
価
の
安
定

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
地
価
の
動
向
及
び
土
地
取
引
状
況
の
把
握
に
努
め
、
地
価
の
安
定
が

図
ら
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

６

そ
の
他
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項
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適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
推
進

(1)

調
和
の
と
れ
た
総
合
保
養
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
空
間
形
成
を
図
り
、
乱
開
発
を
防
止
す
る
た
め
、
国
土
利
用

計
画
法
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
土
地
利
用
関
係
法
令
の
適
切
な
運
用
等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
適
正
か
つ
合
理
的

な
土
地
利
用
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。

地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和

(2)

基
本
構
想
は
、
国
土
総
合
開
発
計
画
、
各
地
方
の
開
発
計
画
そ
の
他
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画

と
の
調
和
を
図
る
こ
と
。

環
境
の
保
全
等

(3)

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
構
想
の
作
成
及
び
事
業
の
実
施
に
際
し
そ
の
内
容
に
応
じ
て

環
境
保
全
上
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
生
活
排
水
及
び
し
尿
に
よ
る
水
質
汚
濁
の
防
止
、
廃

棄
物
の
排
出
抑
制
及
び
適
正
処
理
等
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
文
化
財
の
保
存
と
活
用
に
配
慮
す
る
こ
と
。

安
全
性
の
確
保
等

(4)

国
土
の
保
全
等
に
配
慮
し
、
適
切
な
治
山
・
治
水
対
策
等
に
よ
る
安
全
性
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
水

資
源
の
確
保
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
の
確
保
及
び
防
犯
等
国
民
生
活
の
安
全
性
の
確
保
に
配
慮
す
る
こ
と
。
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自
由
時
間
増
大
の
促
進

(5)

総
合
保
養
地
域
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
に
も
労
働
時
間
の
短
縮
等
国
民
の
自
由
時
間
の
増
大
に
努
め
る

こ
と
。


